
茨城県産業技術イノベーションセンター長　殿

１　関係規定及び茨城県産業技術イノベーションセンター職員の指示に従います。

２　設備使用にあたっては、申請書に記載した目的以外の利用はいたしません。

３　設備使用にあたって、必要な工具、原材料は当社（使用者）の負担で持参し、持参
した
　もの及び発生した廃棄物等は当社（使用者）がすべて持ち帰ります。

４　当社（使用者）が故意又は自らの過失により試験機器等を滅失又はき損した場合
は、
　当社（使用者）が滅失又はき損した当該機器の補てん又は修理等を行い、茨城県産
業
　技術イノベーションセンターに損害を賠償します。

５　次に掲げる(1)または(2)により当社（使用者）が被った損害については、当社（使用
者）
　が全責任を負い、茨城県産業技術イノベーションセンターに損害賠償等の請求は一
切
　行いません。

　(1)　当社（使用者）の故意又は過失により発生した事故

　(2)　自然災害

６　設備使用により得られたデータを公開する場合は、茨城県及び茨城県産業技術イノ
　ベーションセンターの名称を一切使用いたしません。

　私、このたび設備使用者　　　　　　　　　　　　　　　が貴所の試験機器の設備を使用す
ることにつきましては、以下を遵守することを誓約します。

誓 約 書

令和　　 年　　 月 　　日

住　　  所 

電話番号

事業所名

事業主名
（代表者）


